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ごあいさつ 

 

近年、地球温暖化は、世界各地で猛暑や豪雨などの異常気象をもたら

しており、具体的な対策を取らずに温暖化が進行すれば、さらなる悪影

響が避けられません。国際社会が結束して取り組むべき重要な課題であ

るとして、パリ協定で掲げられた世界共通目標の達成に向け、各国が対

応に動きはじめました。 

国はこうした情勢を踏まえ、2020 年 10 月に、2050 年カーボン

ニュートラルの実現を国際公約とし、地球温暖化対策に関する法律や行

政計画を見直すなど、脱炭素社会の実現に向けた取組を加速させています。 

本市におきましては、2021 年 3 月に環境施策を総合的かつ計画的に推進するための指針として、

2021年度から 2028年度までの８年間を計画期間とする「伊丹市環境基本計画（第 3次）」を策定

しました。本計画は、「自然と都市機能が調和した快適でうるおいのあるまち」を環境の将来像に掲げ、

「気候変動への対応」「循環型社会の実現」「自然共生・生物多様性の保全」「都市環境の整備・生活環

境の保全」「人づくり」の５つの基本目標で構成していますが、この度、「気候変動への対応」について

市域から排出される温室効果ガスの削減目標を新たに掲げるなど、計画の改定を行い具体的な対策に

取り組むこととしました。併せて、市民・事業者の皆様と一体となって地球温暖化対策に対する問題意

識を共有するとともに、脱炭素社会の実現に向けて着実に歩みを進めるため、2023 年３月に「伊丹

市ゼロカーボンシティ宣言」を都市宣言として表明しました。 

今後も、今ある自然環境を未来の子どもたちに届けるため、環境施策を総合的かつ計画的に実施し

てまいります。市民・事業者の皆様には、引き続き、持続可能なまちづくりにご理解とご協力をお願い

いたします。 

最後になりましたが、本計画の改定にあたり、伊丹市環境審議会の委員をはじめ、ご協力いただきま

した皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

 

 

令和５年（202３年）３月 

 

伊丹市長  藤原 保幸  
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